
民間企業の業績回復に伴う採用増、公務員の不祥

事によるイメージの低下等、公務員の採用を取り巻

く環境は厳しくなっている。人事担当者からは、受

験者数の減少、受験者の質の低下に頭を悩ませてい

るという話が聞かれる。実際、ある市では採用試験

（注１）を実施したものの、合格点に達する受験者が

おらず、必要な人数を確保できなかったため、再度、

採用試験を実施するという状況に直面している。

筆者はこのような状況に対し、市町村が有効な手

立てを講じることができているのかという問題意識

の下、採用試験、その中でも受験者の募集のための

広報活動及び面接試験のあり方について検討を行っ

た。

論文の構成は次のとおりである。Ⅰで人材確保の

重要性及び本稿のねらいを示し、Ⅱでは現状の府内

市町村の採用試験の状況を見る。これを踏まえ、Ⅲ

で１つ目の提言として、採用試験の広報活動の現状

把握、課題整理を行ったうえで、具体的な課題解決

策を論じる。Ⅳでは２つ目の提言として、現状の面

接試験の課題を整理し、コンピテンシーの考え方に

よる面接手法が有用であることを、具体的な事例も

提示したうえで論じる。

１．人材確保の意義

分権型社会システムへの転換が進んでいる今日、

住民に身近な市町村は、以前にも増して自らの責任

において判断し、より良いサービスを提供すること

が求められるようになり、組織としての質を高める

ことが重要となっている。

そのため、組織の構成員である職員一人ひとりの

質を高めることが必要になり、各市町村は人材育成

のための様々な取組に力を入れているところである。

しかし、採用後の人材育成だけでは必ずしも十分

ではない。現在、自ら課題を発見する能力、その課

題を解決できる能力、政策を立案する能力等、職員

に求められる能力は多様化・複雑化しており、採用

時から優秀な人材を確保し、その上で育成していく

ことが必要となっている。

近年、職員の大量退職時代を迎え、新規採用職員

にも即戦力として能力を発揮することが求められて

いる。また、行政のスリム化が進み、職員の採用が

抑制されている今日、職員一人ひとりが担うべき職

務のウェートは増し、優秀な人材を確保できなけれ

ば、行政運営の上で大きな痛手となる。優秀な人材

の確保という問題を、より重要な行政課題として捉

えるべき時代を迎えているといえる。

当然、優秀な人材の人数は限られる訳であるから、

今後は、民間企業とも競争し、積極的に優秀な人材

を確保するための施策を講じる必要性が増していく

と考えられる。

２．人材確保の課題と本稿のねらい

市町村における人材確保の主たる手段は採用試験

であることから、優秀な人材の確保という課題を考

えるうえで採用試験は重要な位置を占めている。

この採用試験には、いかにして優秀な人材に受験

してもらうかという「募集」と、いかにして優秀な

人材を選ぶかという「試験」の大きく２つの観点が

ある。

まず「募集」とは、受験者を広く集めることであ

る。そもそも優秀な人材が受験しなければ、その人

Ⅰ．人材確保の重要性と課題

はじめに
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材を採用することもできないことから、募集の手段

である広報活動が重要となる。しかし、府内市町村

の採用にかかる広報活動の現状を見ると、あまり積

極的な姿勢が見られず、的確で効果的な広報活動を

展開しているようには感じられない。そこで、府内

市町村の広報活動の課題を検証することで、優秀な

人材を呼び込むためのより的確で効果的な広報活動

について提言したい。

一方、「試験」については、いつ試験を実施するか

という「実施時期」、年齢要件や資格要件をどうする

かという「受験資格」、どのような試験で能力評価を

行うかという「選考手段」等様々な課題が考えられ

るが、本稿では、的確で効果的な広報活動により集

めた優秀な人材を、多くの受験者の中から、いかに

的確に選ぶかという観点から、「選考手段」について

検討する。

受験者の選考にあたっては、受験者に求める能力

が多様化し、筆記試験の結果を重視したいわゆる知

識重視の傾向から、面接試験での評価を重視したい

わゆる人物重視にシフトしている。面接試験におい

ては、将来、実際の職務に就いた際に発揮される能

力を、評価の際にいかに見極めるかが課題となって

おり、各市町村とも試行錯誤しているところである。

そこで、その課題対応の一方策として、過去の行

動事実に焦点を当てることで受験者の能力を的確か

つ客観的に評価しようという「コンピテンシーの考

え方による面接手法」に注目する。この手法は、民

間企業や国家公務員Ⅰ種試験でも新たな面接試験の

手法として導入されており、従来の面接手法に比べ、

評価の的確性、客観性に優れているといわれ、市町

村においても導入する意義があると考える。こうし

た考えの下、本稿ではコンピテンシーの考え方によ

る面接手法について、その有用性を示し、市町村へ

の導入が可能となるよう具体的な方法を紹介する。

平成１９年度に、一般行政事務職（一般行政職のう

ち、技術職を除いた、いわゆる事務系職種のこと。

以下同じ。）の採用試験を実施した府内３１団体（注

２）の現状を概観する。

まず、大きな特徴は、府内のほぼすべての団体が

９月第３週の日曜日に統一して第１次試験を実施し

ている（町村では、年度により別途実施している場

合もある。）ことである。同一日に試験を実施するこ

とで、府内市町村間での併願を防ぎ、採用辞退者を

減らすねらいがあると考えられる。

試験の募集案内は７月末から８月中に公表・配布

され、この時期に採用人数等、具体的な試験内容も

公表され、実質的な採用試験に関する手続が始まる。

受験の申込みは、８月末から９月第１週までの間に

行われ、第１次試験は択一式で一般教養、一般的知

識を問う内容の試験を実施し、第２次試験で面接や

小論文を課し合否を決定している団体が多い。平成

１９年度では７団体が第１次試験で上記択一式試験の

他に専門試験を追加したり、面接や小論文を実施し

ており、また、１２団体が第３次試験（主に面接）ま

で実施している。

合格者の発表は、１２月上旬になされる場合が多

い。なお、平成１９年度の一般行政事務職の募集人数

は合計で約３５０人であった。

１．採用のための広報の意義

採用にかかる広報活動の意義は、いかに優秀な人

材に受験してもらうかにある。その前提として、ま

ずは少しでも多くの人に採用に関する情報を的確に

伝えることが求められる。

例えば、近年、若者の離職率の上昇や精神的な病

にかかり病気休職するケースが増加しているが、こ

れは受験者が抱く仕事のイメージと、実際に入庁し

てから就く仕事との間にミスマッチが生じているこ

とが一因であるということを人事担当者から聞く。

公務員の仕事は住民に直接サービスを行う窓口部門

や事業部門、政策等を立案する企画部門や組織の内

部管理を主な仕事とする総務部門等仕事は多岐にわ

たる。そして、一般行政事務職として採用された場

合、一般的には数年毎に異動し、様々な種類の仕事

に就くことになる。こうした情報を知らなければ、

Ⅲ．採用試験における広報活動

Ⅱ．府内市町村の採用試験の現状
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受験者は入庁後の仕事について正確なイメージを抱

くことができない。その結果、入庁後に「こんなは

ずではなかった」ということになり、モチベーショ

ンの低下や、最悪の場合、退職してしまうというこ

とすらありうる。

こうしたことを防ぐためにも、的確な広報活動が

求められるのである。

しかし、それだけでは十分ではない。そもそも受

験してもらわなければ優秀な人材を採用できないこ

とから、少しでも多くの優秀な人材を集めるために

広く周知することはもちろんのこと、就職先を検討

している者にも働きかけ、さらには受験先として選

択してもらうことも広報活動の重要な目的となる。

例えば、公務員として働くことを希望している者

の中には、国・都道府県・通勤可能な範囲の市町村

の中から受験する団体を選択することが考えられる

が、広報活動が十分ではなかったために他団体を選

択してしまう者がいることも考えられる。また、民

間企業と公務員のどちらにも魅力を感じている者に

おいては、民間企業を選択してしまうということも

考えられるのである。

２．府内市町村の採用試験広報の現状

では、実際の採用試験広報はどの様になっている

のか、今年度採用試験を実施した府内３１団体（注２）

の状況を見てみる（注３）。

主な広報手段は、受験に関する募集案内の作成と

配布、ホームページ（以下、「ＨＰ」という。）での

周知活動、各団体が発行している広報誌への掲載と

いう３種類に大別できる。その他、採用に係るパン

フレットを作成している団体が１団体ある。通常、

各年度の広報活動の開始時期は、募集案内の配布が

始まる８月である。

（１）募集案内の作成及び配布

募集案内とは、「採用人数」、「受験資格」、「試験の

日時、場所、方法」、「受験手続」等が記載されてい

るもので、「職員採用試験案内」や「職員採用試験要

綱」、「職員募集要項」等と呼ばれている。通常、そ

の募集案内と願書がセットになっており、募集案内

に基づいて受験者は受験申込みを行う。名称は各団

体で違いがあるものの、内容は定型的でほぼ同じで

ある。

募集案内は、市町村役場、出張所、図書館等公共

機関で配布される他、近隣の大学や過去の受験者の

出身校及び公務員予備校等でも入手できる。また、

ほとんどの市町村で郵送やＨＰからのダウンロード

により入手することも可能となっている。

（２）ＨＰにおける広報活動

本稿を執筆している段階でＨＰ上に採用試験の情

報を掲載している団体は、調査対象とした３１団体中

２３団体で、残り８団体は採用に関するページを検索

することができなかった。

２３団体のうち、トップページから直接採用関係の

ページにリンクが貼られている団体は８団体に止ま

り、残りの１５団体はリンクをたどっていく必要があ

ったり検索バーによる検索が必要であり、該当ペー

ジに辿り着くまでに相当の時間を要した。掲載内容

は、募集案内と同内容であることがほとんどで、Ｈ

Ｐでしか得られない情報というものがほとんどなく、

せいぜい過去の試験結果を数年分掲載している程度

である。

特徴的な取組としては、採用試験に関するＱ＆Ａ

を掲載している団体が３団体、「先輩職員の声」と題

したコーナーを開設し、職員を写真入りで紹介し、

職務内容や職場環境、受験者へのメッセージ等をそ

の職員自らの言葉で綴った文章を掲載している団体

が７団体あった。

（３）広報誌における広報活動

一般に全世帯に配布される広報誌では、紙面の都

合もあってか、各団体とも募集案内の内容をさらに

絞り込み、採用職種や採用人数、試験日等、最低限

の情報が記載されるにとどまっている。

３．採用試験広報における課題

調査対象とした３１団体の広報活動は、大半が募集

案内、ＨＰ及び広報誌に限られており、しかもその

内容は乏しく、淡々と文字が並んでいるだけで視覚

に訴えるような工夫はほとんど見られなかった。ま

た、民間企業や都道府県が行っている説明会の開催

等はなく、総じて、優秀な人材を求めているという
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採用する側の積極的な姿勢が伝わってこない印象を

受ける。そして、情報を発信する側の一方的な広報

活動という感があり、受験者や就職先を検討してい

る者という情報の受け手をさほど意識していないよ

うに思える。

ＨＰについては、採用にかかるＨＰの場所が判り

づらい団体があるとともに、採用の時期しかＨＰを

開設していない団体もある。

また、広報活動の開始時期についても大手民間企

業は前年の１１月頃であり（〔引用・参考文献〕⑯）、

人事委員会を置く都道府県・政令市等においても前

年の１２月頃であることを考えると（〔引用・参考文

献〕⑮）、８月に開始するのは遅いといえる。

４．課題が生じる背景

各市町村の人事担当者からのヒアリング等を踏ま

えれば、上記の課題が生じる背景として、以下のよ

うなことが推測できる。

・人事院の平成１８年度年次報告書にもあるように、

公務員の志望者数は民間企業の採用動向に左右さ

れるため、対策を講じたところで、あまり効果が

期待できないと採用担当者が考えているのではな

いか。

・人事委員会を置いていない市町村では、採用事務

は人事管理等の業務の一部と位置付けられている

ので、担当者が採用事務に多くの時間を割くこと

ができない。特に、人事異動の時期に採用事務を

行うことは困難であり、その結果、人事異動の事

務が落ち着く５月ぐらいから来年度の採用事務を

行うこととなり、時間的な余裕がないため、前例

を踏襲する結果となってしまうのではないか。

・採用担当者自身は何らかの対策の必要性を認識し

てはいるが、財政上の問題から経費を費やすこと

ができないため、アイデアがあったとしても、そ

れを実現できないのではないか。

・現状、特に一般行政事務職の職員採用では、受験者

数が募集人数を割るという事態は発生しておらず、

計画通りの人数は確保できている状況ではあるか

ら、採用担当者ひいては組織として人材確保に対し

てさほどの危機感を持っていないのではないか。

５．課題解決のための具体的提言

各市町村とも厳しい財政状況であり、かつ集中改

革プランによる職員数の見直しを行っている最中で

あることから、職員の配置増を容易には望めないこ

とは事実であろう。

そこで、本稿では、こうした制約の中でも十分に

実施可能な対応策を提言する。

（１）基本的スタンス

採用試験の広報活動は、必要な情報を広く周知す

るだけではなく、さらには、受験先として選択して

もらえるよう、的確で効果的に展開しなければなら

ない。

そのためには、広報活動が情報を発信する側の一

方的な情報提供とならない様、情報の受け手を意識

することが重要である。人事院の調査によれば、情

報の受け手である学生は「自己のスキルアップにつ

ながるか」、「自己の専門能力や技能が活かせるか」、

「就職先から必要とされているか」、「就職して数年後

の自分を具体的にイメージできるか」ということを

意識して就職先を選択しており（〔引用・参考文献〕

⑬）、そのようなニーズに対応する情報を提供するこ

とで、より的確で効果的な広報活動が可能となる。

また、どの様な広報手段をとるにしても、採用に

対する積極的な姿勢を示すことが必要であり、少な

くとも「どの様な人材を求めているのか」というこ

とを明らかにし、周知することが必要である。

さらに、民間企業においては仕事とのミスマッチ

による離職を減少させるため、その企業にとっての

ネガティブな情報も含めて誠実に受験者に伝えると

いう試みがなされている。これはＲＪＰ（Ｒｅａｌｉｓｔｉｃ

ＪｏｂＰｒｅｖｉｅｗ）理論と呼ばれ、実際、仕事への定着

促進等の効果が確認されている（〔引用・参考文献〕

⑱）。今後、広報活動を行う際には公務の魅力の発信

だけでなく、ネガティブな情報の発信も必要である

と考える。

（２）具体的提言

①ＨＰの充実

（社）経済同友会が２００６年に所属企業を対象に

実施した調査によると、インターネットを利用し

て採用活動を行った民間企業は９割を超えている
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（〔引用・参考文献〕⑪）（注４）。この調査結果か

らも分かるとおり、受験者又は就職先を検討して

いる者にとって、インターネットを利用した情報

収集や就職活動は必須の方法であり、ＨＰによる

広報活動は以前にも増して重要な手段といえる。

ＨＰについては、他の媒体と比べ情報量の制約

も少なくコストも抑えられることを考えると、広

報活動に最も適した媒体であり、効果も期待でき

ると考えられる。

ア．民間企業のＨＰとの比較

近年、大手民間企業においては景気回復等に

より各社が採用人数を増やしている（〔引用・参

考文献〕⑰）ことから、人材獲得競争は激しさ

を増していると言われている。そのため、より

多くの人材を獲得するために、ＨＰにおいても

様々な工夫がなされている。そこで、就職先と

して人気の高い民間企業のＨＰの内容を分析し、

府内市町村のＨＰと比較してみることとした。

まず、府内市町村の採用関係のＨＰの内容と、

民間企業の採用関係のＨＰの内容を比較したも

のが表１である。（今回調査対象とした民間企業

では受験希望者専用のＨＰを別途開設しており、

そこではより詳細な情報が提供されている。）

民間企業ではトップページに採用関係の掲載

ページへのリンクが貼られており、容易に知り

たい情報を得られる。一方、府内市町村のＨＰ

ではわずか８団体に止まり、圧倒的に民間企業

の方が受験者を意識したものとなっている。

次に、府内市町村で「仕事内容」を掲載して

いる団体が１団体という結果になっている。確

かに、各課のページ等を作成し、仕事内容を掲

載している団体もあるが、受験者を対象とした

内容ではなく、かつ採用関係のページに情報が

集約されていない。一方、民間企業では採用関

係のページに、どのような仕事があるのか、社

員がどのように働いているのかといったことが

詳しく示されている。その他、民間企業では、

勤務条件や福利厚生に関すること、入社後の研

修制度等、受験者に関する事項が体系立てて掲

載されている。また、民間企業のほうが写真を

多用しており、レイアウトも含め見やすく、工

夫がなされている。

総じて、府内市町村のＨＰでは、受験のため

の手続や過去の試験結果等、受験することを既

に決めている者への情報提供に重点を置いてい

るといえる。一方、民間企業では、「経営理念」

や「求める人材像」、「人事担当者のメッセージ」

等、どのような人材をどのような思いで求めて

いるのかを積極的にアピールし、就職先を検討

している者に対しても有用な情報を提供してい

るといえる。

イ．充実点

現状把握及び民間企業のＨＰとの比較から、

次のように充実させる必要があると考える。

まず、掲載場所をわかりやすくする工夫が必

要である。少なくともトップページに採用関係

のページへのリンクを貼る必要があるといえる。

また、写真を使用したりレイアウトを工夫する

等、ＨＰの特性を最大限活かすことを考慮すべ

きである。

次に、採用関係のページに受験者にとって有

用な仕事内容の情報を集約することも重要であ
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る。さらには、「研修等の人事制度」、「求められ

る能力」、「先輩職員のメッセージ（職場での具

体的な仕事内容等が職員の立場から語られてい

るもので、入社後の自分をイメージできる内容

となっているもの。）」といった受験者が求める

内容を掲載することも必要である。民間企業と

の違いやより高い効果を求めるならば、「先輩職

員のメッセージ」を体系立て、若手職員だけで

なく、就職後５年１０年経過した職員や、係長職

や課長職の職員等、幅広く掲載することである。

なお、受験者が求める内容は時代とともに変わ

ると考えられるので、アンケート調査等により

受験者からのフィードバックを行い、常に改善

を図ることが必要である。

ＨＰは、高度な技術を用いるものでない限り、

職員自ら作成できるものであり、特別な費用は

発生しない。よりレベルの高いものを作ろうと

する場合でも、例えば、庁内で有志を募り助力

を得るといった方法も考えられる。ＨＰは重要

な広報手段であり、早期に充実させることが望

ましい。

②募集案内の改善

募集案内が重要な広報手段となっている現状か

ら、上記ＨＰの改善点で提示した内容を少しでも

多く掲載することが望ましい。

また、「どの様な人材を求めているのか」、「どの

様な仕事があるのか」等、募集時期以外でも情報

提供可能な内容を掲載したパンフレットを作成し、

就職先を検討している者への対応も考えるべきで

あろう。

③府内市町村共同の説明会の開催

大手民間企業を対象とした（社）日本経済団体

連合会の調査（注５）では、説明会の開催は効果

的であったという結果が示されている。

説明会の大きな利点として、次のことが考えら

れる。まず、参加者にとっては、実際に公務員と

して働いている人物と接することができることで

ある。また、説明側にとっては、公務員という職

に関心のある人物に接し、受験者や就職先を検討

している者のニーズの把握が可能であること、採

用側としての積極的な姿勢をアピールすることが

可能なこと等である。

また、前述のＲＪＰ理論によれば、ミスマッチ

の解消には①企業にとってネガティブな情報の提

供により、企業の誠実な姿勢と配慮を示すこと、

②仕事内容についての十分な情報の提供、③現役

社員との率直なかかわり、が重要であるとされる

（〔引用・参考文献〕⑱）。説明会では短時間ではあ

るが仕事内容の十分な情報提供を職員自らが生の

声で伝えることが可能であり、体験談を交えたり

質疑応答の時間を設け、参加者の疑問に直接答え

ることも可能である。さらに、ネガティブな情報

も直接伝えられるので、参加者が受験し採用され

た後のミスマッチも低減できるという効果も望ま

れる。

例えば、府内市町村共催という形式を取れば、

経費も抑えられ、複数回の開催も可能であろう。

また、大学・民間企業等が主催する就職説明会に

府内市町村が共同して参加するという方法も考え

られる。一定の経費はかかるだろうが実施する価

値は十分にあると思われる。

④募集情報の早期周知

広報活動の早期実施のためにも、また、受験者

のためにも採用についての意思決定は早めに行う

必要があるのではないか。仮に募集人数が具体的

に決まっていないとしても、採用試験の実施の有

無は遅くとも国家公務員試験や都道府県、政令市

の試験が行われる６月までには決定し周知すべき

であろう。

Ⅲでは、いかにして優秀な人材に受験してもらう

かという「募集」の観点から広報活動を取り上げた。

しかし、いくら的確で効果的な広報活動を行い、優

秀な人材が受験したとしても、多くの受験者の中か

らそうした人材を選び確保できなければ、行政運営

の質を高めることもできない。「選考手段」というプ

ロセスも極めて重要である。以下、受験者の中から

いかにして優秀な人材を選ぶかという「選考手段」

Ⅳ．コンピテンシー評価型面接
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について述べたい。

１．採用試験における面接試験の意義

今日、地方分権の推進により、職員には知識だけ

でなく、その知識を活かし、いかに適切な政策を立

案するか、そして、その政策をいかに実行していく

かということが従来以上に求められるようになり、

行動力やコミュニケーション能力等、様々な能力が

より必要とされるようになった。

採用試験においてもこうした能力を有しているか

否かを評価する必要性が生じ、面接試験がより重視

されるようになっている。このため、面接試験は、

筆記試験では評価することのできない能力を受験者

が保有しているか否か、を適切に評価できるもので

なくてはならない。

２．面接試験の現状と課題

（１）面接試験の現状

府内市町村の募集案内によると、現在実施されて

いる面接試験は、個人面接、集団面接、集団討論の

３種類に大別できる。府内市町村についての調査は

見当たらないが、上記３種類の面接試験を行ってい

る都道府県・政令市等の調査によれば、これらの面

接試験においては「筆記試験では評価しにくい人柄、

意欲、対人関係能力等の人物的側面」、「集団の中で

の行動特性」、「社会適応性」等が評価の対象となっ

ている（〔引用・参考文献〕⑮）。

（２）面接試験の課題

一方で、現状の面接試験について次のような課題

が指摘されている。

①評価の的確性

得点化するための明確な採点基準等を作成する

ことが難しいといった、面接で得られた情報から

いかに的確な評価をするかという点（〔引用・参考

文献〕⑮）。

②就職後の職務遂行能力との関連性

現状では、受験者の人柄、性向、保有資質等の

内的な潜在能力、保有能力を基準として評価して

おり、実際の職務を遂行する際に、面接試験時に

評価した能力が適正に発揮されるかどうかという、

職務遂行能力との関連性が希薄であるという点

（〔引用・参考文献〕⑭）。

③面接者の主観の影響

人事担当者からは、評価結果が面接者の主観に

左右されることがあり、評価の客観性の確保が難

しいという意見が聞かれた。これは、面接試験は

人が人を評価するという性質上、筆記試験のよう

に単純に○か×で測れない側面があり、判断・評

価が主観的なものに陥り易い傾向があるからであ

る。このため、面接試験では評価の客観性をいか

に確保するかという点が課題になっているといえ

る。

３．コンピテンシー評価型面接とは

２．で述べた課題に対し、今日、新たな手法とし

てコンピテンシーの考え方による面接手法が注目さ

れている。

上場企業を中心に主要企業を対象にした調査によ

れば、コンピテンシーの考え方による面接手法を用

いている民間企業は２４.２％であり、検討中の民間企

業を含めると５０％を超え（〔引用・参考文献〕⑯）、

また、都道府県・政令市等においては、６５団体中２

８団体が何らかの方法でコンピテンシーの考え方を

用いて面接を行っている（〔引用・参考文献〕⑮）

（注６）。

（１）コンピテンシーとは

コンピテンシーという言葉の定義は定まっておら

ず、論者や用いられる状況によって多種多様である。

代表的なものとして、アメリカ合衆国の人事管理庁

では「仕事上の役割や機能をうまくこなすために個

人に必要とされる、測定可能な知識、技術、能力、

行動及びその他の特性パターン」と定義されており、

また、単純に「行動に表れる能力」と訳されること

もある。

ここではコンピテンシーのことを人物試験技法研

究会の定義に基づき、「個人の行動に表れる能力、特

性」、「結果や行動と結びつく能力、特性」と定義す

る（〔引用・参考文献〕⑭）。具体的なコンピテンシ

ーとしては「積極性」、「社会性」等がある（注７）。

（２）コンピテンシーを活用した面接の考え方
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知識、経験、成果イメージ、思考力、動機等をい

くら持ち合わせていたとしても、それらを発揮し、

実際の行動に結びつけなければ、成果を生み出すこ

とはできない。

その人が将来成果を生み出すであろう可能性を、

内に秘められた潜在的なものから評価するのではな

く、過去の現実の場面において表れた行動から評価

する方が、評価の的確性を高めることに結びつく。

例えば、面接の場面において「こういう場合には

どうしますか」という質問をした際に、「積極的に取

り組みます」という発言をした受験者がいたとする。

しかし、このような仮定の質問に対して、受験者は

当然面接者の意向を汲んだ回答を述べることが想定

され、職務に就いてから、この受験者が似たような

状況に立った際に積極的に取り組むかどうかは定か

ではない。

この考え方に基づいて行う面接のことを、ここで

は「コンピテンシー評価型面接」と呼ぶ。

（３）コンピテンシー評価型面接とは

コンピテンシー評価型面接は、採用後実際に仕事

をしていく中で「成果につながる行動を起こすこと

ができる人物であるかどうか」という点について、

将来の実際の行動に繋がると考えられる過去の行動

の有無を確認することに焦点を当てる。

そして、確認した過去の行動事実から「積極性」

や「社会性」等の優劣を評価する。その際の基準は、

求めるコンピテンシーごとに、優劣を評価するため

の具体的な行動事例が提示されており、評価者はこ

の評価基準に受験者が答えた過去の行動事実をあて

はめ、評価を行うのである。

※コンピテンシー評価型面接の具体的な進行例は、Ⅳ．
４．（３）.②で示している。加えて、実際の面接事例
を別表に掲げたので、具体的なイメージを抱きにく
いと思われる場合には、まずこれらをご覧いただき
たい。そうすることで、コンピテンシー評価型面接
についてより理解が深まるものと考えている。

（４）コンピテンシー評価型面接の有用性

以上のことから、コンピテンシー評価型面接は、

受験者の過去の行動事実を基に、職務を実際に行う

際に発揮されるであろう能力を評価するので、受験

者の人物評価の的確性を確保することができる。ま

た、過去の行動事実を確認することが面接の主眼で

あるため、面接者の個人的な好み、価値判断、主観

が入りにくいといえる。

コンピテンシー評価型面接では、求める能力を受

験者が有しているか否かをより的確で客観的に評価

でき、従来からの面接が課題としてきたことをかな

りの程度解決できる手法として優れているといえる。

なお、評価の的確性や客観性をより高めるために

は、次のような課題もある。

・面接の手法にルール（流れ）があるため、そのル

ールに則った面接となるよう、面接者は面接手法に

ついて習熟しておくことが必要となる。

・過去の数種の体験を掘り下げて質問することにな

るため、面接時間を長く取ることが望ましく、一人

当たり最低３０分程度は必要といわれている。

４．具体的実施方法

（１）評価基準の作成

コンピテンシー評価型面接は、まず、面接時に評

価する基準を作成するところから始まる。一般的に

は、面接時に評価するコンピテンシーを決め、それ

らを「…する」という行動特性を表す言葉で定義づ

ける（コンピテンシー・ディクショナリー（注８）

の作成）が、新規採用職員の場合、個別具体的な職

に必要なコンピテンシーを評価するのではなく、「積

極性」、「社会性」、「コミュニケーション能力」とい

った一般的なコンピテンシーを評価することになる

と考えられるため、他団体の事例の活用、国で行っ
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ている評価方法の活用、その他、市販文献を活用し

評価基準を作成することも十分可能であると考えら

れる（注９）。

（２）面接の事前準備

①受験者への告知

受験者に事前にコンピテンシー評価型面接を実

施することを知らせる。予告なく面接を実施する

と、受験者が過去の行動事実を思い出せず、評価

するための行動事実を聞き出せない可能性がある

からである。また、少ない行動事実から評価する

より、多くの行動事実から評価するほうが評価の

的確性を高めることができるからである。

②履歴書・面接カードの活用

履歴書・面接カードに学生時代に取り組んだこ

と等、過去の行動事実を記入させる。これを面接

時の資料とすることで、面接者は質問の展開を事

前に検討しておくことができ、面接をスムーズに

行うことが可能となる。

③面接者の教育

より多くの行動事実を聞き出すために面接のや

り方（流れ）を習得することが重要となることか

ら、マニュアルの作成・配布や模擬面接の実施等、

面接者に対する事前教育を行う。

（３）面接

①基本的な考え方

面接は評価をする場ではなく、受験者の行動事

実を数多く聞き出す場であるから、５Ｗ１Ｈを意

識して行動事実を確認する。例えば、「いつ」、「ど

のような場面で」、「何（誰）に対して」、「どんな

意図で」、「どのように行動したか」、「どんな工夫

を加えて行動したか」といったことを質問し、行

動事実を確認するための場面を特定していき、そ

こでどういう行動をとったかを確認する。

②面接の流れと具体的な質問例（〔引用・参考文

献〕⑧）

面接の流れと具体的な質問例は、次のとおりで

ある。図２に示すとおり、具体的な行動事実をよ

り多く、そして効率的に聞き出すために、各ステ

ップに分割し、面接を行っていく。

（ステップ１）

受験者が特に力を入れて取り組んだ事項を特定

し、面接全体の大枠となるテーマを絞る。

（質問例）「学生時代、あなたが特に力を入れて

取り組んだことには、どのようなもの

がありますか。」

（ステップ２）

まず最初に行ったことを質問し、行動事実を確

認する。

（質問例）「そのテーマに取り組むにあたって最

初にあなたがしたのは、どんなことで

したか。」

（ステップ３）

この時点では、まだ行動事実が抽象的なので、

場面をさらに特定し、具体的な行動事実を聞き出

せるよう誘導する。

（質問例）「いつ、どこで、だれと、どんなこと

からはじめましたか。」

（ステップ４）

そして、ステップ３で聞き出した場面でどのよ

うな行動を取ったのか、時系列を意識し、行動事

実の確認を行う。

（質問例）「まず何をしましたか。」、「次に何をし

ましたか。」「他に何をしましたか。」
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図２　コンピテンシー評価型面接の流れ

出典：川上真史・齊藤亮三（２００４年）『できる人、採れ
てますか？』弘文堂Ｐ７１
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（ステップ５）

苦労した経験や工夫を加えた場面には様々なコ

ンピテンシーが表れることが多いので、行動事実

の確認を行うには有効な質問であり、また、第１

場面での締めの質問として次の場面にスムーズに

移行できる効果もある。

（質問例）「その場面で、一番大変だったことは

どんなことでしたか。」、「その課題を解

決するにあたり、何か独自の工夫を加

えたこと、自分なりのやり方を見つけ

たようなことはありますか。」

（ステップ６）

ステップ５までで第１場面での行動事実の確認

が終れば、第２場面に話題を移す。さらに第３、

第４場面と時間の許す限り行動事実の確認を行う。

場合により、ステップ１の取組課題、テーマの特

定に戻る。

（４）評価

面接が終了した後、面接で確認した行動事実を評

価基準にあてはめ、受験者が有するコンピテンシー

の水準を客観的に評価する。聞き出した行動事実の

記録に基づいて評価するため、全ての面接が終了し

た後、さらには面接者以外の人であっても評価は可

能である。

５．市町村への導入

先にも述べたとおり、コンピテンシー評価型面接

は求める能力を受験者が有しているか否かを、従来

の面接に比べ、より的確に客観的に評価できる手法

である。採用人数が限られ、より的確な評価が強く

求められる中にあって、導入するメリットは大きい

と考える。

コンピテンシー評価型面接の課題として挙げた

「一人当たりの面接時間の増大」、「面接者の習熟」に

ついても、市町村で導入するにあたっては十分克服

できるものと考える。市町村においては国、都道府

県と比べて受験者数も少ないため、面接にかける時

間を十分に確保でき、同時に面接者側の人数も絞れ

ることから、面接者への教育も容易になると考えら

れるからである。

コンピテンシー評価型面接としては本稿で述べた

方法が一番効果的であるが、面接時に確認するコン

ピテンシーをあらかじめ限定（例えば、「社会性」の

みを確認する。）することにより、どうしても十分な

時間を確保できない場合や、特定のコンピテンシー

のみ確認したい場合でも活用することは可能である。

人材は「人財」と表現されることもあるように、

財産であり資源である。人材の如何で行政運営の質

は大きく異なる。より良質なサービスを提供するた

めには、優秀な人材を確保し、より優秀な人材へと

育成していくことが求められる。

本稿では、採用試験、その中でも広報活動と面接

試験に着目し、優秀な人材を確保するための具体的

な手法として、ＨＰの充実、説明会の開催等を提示

し、また、コンピテンシーの考え方による面接手法

が有用であることを述べた。本稿で述べた広報活動

や選考方法の工夫は優秀な人材を確保する上で非常

に重要な要素であり、各団体における積極的な取組

が期待される。

なお、これらはあくまでも人材確保の必要条件で

あり十分条件ではないことも事実である。優秀な人

材を獲得するためには、より本質的には、学生等に

働きたいと思わせるような魅力的な団体となること

が何よりも重要である。

おわりに
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別表
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〔コンピテンシー評価型面接の具体的な進行例及び評価〕（筆者作成）

★進行例

面接者：（事前に受験者が記入した履歴書や面接カードを参考に）「あなたは学生時代にサークル活動やアル
バイト、ボランティア活動等積極的に色々なことに取り組んでおられますね。その中で、アルバイ
トに一番力を入れて取り組んだとの事ですが、具体的にどのようなアルバイトをしましたか。」（ス
テップ１。取り組み課題、テーマの特定。）

受験者：「家庭教師やガソリンスタンドでのアルバイト、警備員の仕事をしました。」
面接者：「その中でも、最も力を入れて取り組み、成果が出たと思うことは何ですか。」
受験者：「家庭教師のアルバイトです。中学３年生を主に担当していたのですが、生徒が志望する高校に合

格させることができたのが一番の成果です。」
面接者：「では、その生徒を志望する高校に合格させるために一番最初にしたことは何ですか。」（ステップ

２。第１プロセスの特定。）

受験者：「保護者が生徒よりも熱心で、家庭教師を依頼されることがよくあり、生徒自身にやる気や合格し
たいんだという意欲がないことが多いのです。このため、生徒自身にやる気を持ってもらうよう
に意識改革に取り組みました。」

面接者：「生徒さんの意識改革のために、まずどんなことからはじめましたか。」（ステップ３。第１場面の特定。）
受験者：「わたしは複数の生徒を担当していましたので、中には、初めから意欲を持って、受験勉強に取り

組んだ生徒もいました。なぜこのような違いが出てしまうのか、生徒の本音を聞きだすことがで
きれば何かわかるのではないかと考え、そのために、まずは勉強を教えることよりも、生徒と打
ち解けることに努めました。」

面接者：「具体的には、どんなことをしましたか。」（ステップ４。行動事実の列挙・確認。）
受験者：「テニス部に所属していた生徒とは、一緒にテニスをしたり、釣りが趣味だという生徒とは釣りに

行ったりしました〔行動事実１〕。」
面接者：「それで具体的な成果はありましたか。」
受験者：「はい、ありました。少し時間はかかりましたが、徐々に打ち解けることができ、本音を話してく

れるようになりました。その中で、初めから意欲的に受験勉強に取り組んでいた生徒は、この高
校に入学し、そこのサッカー部に入部したいといった具体的なイメージを持っていました。しか
し、あまり意欲のない生徒は、志望する高校はあるのですが、模試の成績や偏差値のみで高校を
選択しており、その高校でどんな生活を送るのか、また、どんなことに取り組みたいのかといっ
た、具体的なイメージを持っていませんでした。」

面接者：「では、具体的なイメージを持ってもらうために、どのような工夫をしましたか。」（ステップ５。
第１場面での工夫点。）

受験者：「生徒が志望している高校に通学している者と実際に交流を持つことができれば具体的なイメージ
を抱くことができるのではと考え、家庭教師の事務局に対し、過去の生徒の中で、私が受け持っ
ている生徒の志望高に通学している人を紹介してもらい、実際に話をする機会を設けてもらうこ
とを提案しました〔行動事実２〕。」

面接者：「どのように提案したのですか。」
受験者：「初めは、事務局の方も懐疑的だったのですが、同じ事務局に所属している複数の家庭教師に趣旨

を説明しこの提案に賛同してもらえたこと、また、生徒や保護者にも話をし、実際に話を聞いて
みたいという要望を吸い上げることができ、その結果を持って、実施することの有効性を事務局
に説明しました〔行動事実３〕。」

面接者：「その提案は受け入れられましたか。また、結果どうなりましたか。」
受験者：「はい。事務局のほうもそこまでの要望があるならば、受験生のためでもあると考え、先輩を紹介

していただきました。また志望する高校を訪問することにより、クラブ活動の様子を実際に見学
したり、学校行事の内容等を職員や先輩から話を直接聞いた結果、具体的なイメージを持つこと
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ができ、その高校に合格したいとやる気を出し、受験勉強に取り組む姿勢が見られました。」
面接者：「生徒が意欲をもって受験勉強に取り組み始めてから、特に苦労した点は何ですか。」（ステップ６。

第２場面の特定。）

★評価（人物試験技法研究会の報告書による（注７））

上記行動事実により評価できる範囲で評価を行う。実際には、この行動事実だけをもって、人物の評価を
下すことは難しいため、他の場面を特定してさらに行動事実を集めることとなる。
第１場面で確認できた行動は〔行動事実１～３〕の３点である。今回はこの行動の中から、特に「社会性」
について（評価するコンピテンシーは「社会性」以外にも「積極性」、「信頼感」、「経験学習能力」、「自己統
制」、「コミュニケーション能力」がある）、受験者の行動事実を評価基準にあてはめ、実際に評価を行うこと
とする。
「社会性」に関する評価基準は次のとおりである。

社会性　［他者理解・関係構築力］
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注　釈

注１　人事委員会を置かない市町村においては、職

員の採用は競争試験または選考により行うも

のとされているが、本稿でいう採用試験とは

競争試験のことを指す。

注２　大阪市と堺市は他の府内市町村と違い、職員

の採用試験を人事委員会が実施しているため

対象外とした。また、直接大学等に出向き、

個別に募集する等している「技術職」のみの

採用試験を実施している団体も対象外とし、

府内４３団体中、３１団体の現状を調べた。

注３　府内市町村が作成しているＨＰ、募集案内、

広報誌からの情報収集及び人事担当者へのヒ

アリングによりとりまとめた。

注４　（社）経済同友会が２００６年４月に発表した

『「２００６年度・新卒者採用に関するアンケート

調査」結果』によると、大学等の新卒者の全

てをインターネットエントリーの応募者から

採用した民間企業の割合は６２.７％であり、新

卒者の一部で行った民間企業の割合は２８.６％

である。

注５　（社）日本経済団体連合会が２００７年２月２日

に発表した『２００６年度・新卒者採用に関する

アンケート調査結果』によると、説明会・選

考会を複数回開催した民間企業は約９０％にの

ぼり、その内の９割の民間企業がその効果を

評価している。

注６ コンピテンシー評価型面接を実施している２８

団体中、従来の面接の代わりに行っている団

体は３団体、従来の面接に加えて行っている

団体が６団体、従来の面接の中で同時に行っ

ている団体が１６団体、その他が３団体となっ

ている。

注７　人物試験技法研究会の報告書では、国家公務

員Ⅰ種受験者に求められるコンピテンシーと

して「積極性」、「社会性」、「信頼感」、「経験

学習能力」、「自己統制」、「コミュニケーショ

ン能力」の６点を掲げている。詳しくは人事

院のＨＰを参照。

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｊｉｎｊｉ.ｇｏ.ｊｐ/ｓａｉｙｏ/ｄａｎｋａｉｒｅｉ.ｐｄｆ
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〔行動事実１〕の評価

相手の本音を聞き出すために、相手の立場に立って相手との関係を構築しようとしている。その結果、
本音を聞き出すことにも成功している。これは、「異なる価値観にも理解を示しているか」という評価基準
の内、「異なる価値観を積極的に受け止め、組織・社会の中で新たな関係を築く。」という評価に該当する
といえる。

〔行動事実２〕の評価

家庭教師の目的とは生徒を志望する学校に合格させることであり、そのためには、生徒が意欲を持って
受験勉強することが必要となるが、受験者はそのための具体的な提案を事務局に対して行っている。これ
は、「組織の目的達成と活性化に貢献しているか」という評価基準の内、「目的達成と活性化に向けて働き
かけている。」という評価に該当するといえる。

〔行動事実３〕の評価

事務局を説得するために、同僚や保護者を説得し、協力が得られるように働きかけている。これは、「組
織や集団のメンバーと信頼関係が築けるか」という評価基準の内、「メンバーのやる気や協力を促すように
行動する。」という評価に該当するといえる。

〔最終評価〕

「相手の考えや感情に理解を示しているか」に該当する行動事実は確認できなかったが、残り３点の評
価基準については確認できた。
以上より、社会性については、高いコンピテンシーをもっていると言え、「優」の評価を与えることがで
きる。
（評価にあたり、４点のすべての評価基準に該当する行動事実を求めるのか、またその内１点でも該当す
る行動事実があれば、その行動事実から評価するのかは、導入する市町村において判断することとなる。）
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注８　コンピテンシー・ディクショナリーとは、あ

らゆる一般的なコンピテンシーを「…する」

という行動特性を表す形で定義づけ、尺度化

し、一覧表にまとめたもののこと（〔引用・参

考文献〕③）。

注９　評価基準を独自に作成する方法を参考までに

記載すると以下のような手順となる。

①求めるコンピテンシーの確定

これについては、各団体とも、求めるコン

ピテンシーは人材育成基本方針等により、あ

る程度定義されているので、比較的簡単では

ないかと考えられる。

②行動事実の収集

実績を上げている人物へのインタビューを

実施したり、職員を対象としたアンケート調

査等で行うのが通例である。

③収集した行動事実の整理とコンピテンシー・

ディクショナリーの作成

面接者の主観を排除し、客観的な評価を行

うために作成するもので、具体的には、確定

したコンピテンシーの優劣を評価するための

基準（「優」・「普通」・「劣」等）を定め、

その基準に収集した行動事実をあてはめる。

引用・参考文献

①稲継裕昭（２００４年）「自治体における職員採用試

験の変遷とこれから―人物重視へのシフト―」『人

物試験研究』１９３号ｐ２－ｐ１５

②稲継裕昭（２００６年）『自治体の人事システム改革』

ぎょうせい

③岩脇千裕（２００７年）「大学新卒者採用における面

接評価の構造」『日本労働研究雑誌』５６７号ｐ４９－

ｐ５９

④（財）大阪府市町村振興協会　おおさか市町村職

員研修研究センター（２００２年）『分権時代の人材

育成研究会中間報告～人材確保・人事評価の一考

察～』

⑤（財）大阪府市町村振興協会　おおさか市町村職

員研修研究センター（２００３年）『分権時代の人材育

成研究会最終報告～地方自治新時代の人材育成～』

⑥大阪府内各市町村職員採用募集案内（２００７年）

⑦奥林康司編著（２００３年）『入門　人的資源管理』中

央経済社

⑧川上真史・齊藤亮三（２００４年）『できる人、採れ

てますか？』弘文堂

⑨川上真史・齊藤亮三（２００６年）『コンピテンシー

面接マニュアル』弘文堂
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⑫自治省（１９９７年）「地方自治・新時代に対応した

地方公共団体の行政改革推進のための指針」
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⑱堀田聰子（２００７年）「採用時点におけるミスマッ
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